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(57)【要約】
【課題】超音波画像を見ながら術具を用いて被検体の対
象部位を検査、診断、治療等する際、超音波の視野を広
くし、かつ、画質を向上させることにある。
【解決手段】被検体の体腔内に挿入される挿入部のヘッ
ド部において、先端の側面部にヘッド部の軸方向に配列
された複数の振動子を有する超音波探触子と、先端の前
面部に開口され挿入案内用の光学撮像器具が挿通される
第１の挿通穴と、術具が挿通される第２の挿通穴及び光
照射器具が挿通される第３の挿通穴とを形成し、第２と
第３の挿通穴の開口を超音波探触子の後端側に位置する
傾斜面に形成することを特徴とする。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ヘッド部を先端に有するロッド状の挿入部と、該挿入部の後端部に設けられた操作部と
を備えてなり、
　前記ヘッド部は、先端の側面部に前記ヘッド部の軸方向に配列された複数の振動子を有
する超音波探触子と、先端の前面部に開口され挿入案内用の光学撮像器具が挿通される第
１の挿通穴と、前記超音波探触子の後端側に前記超音波探触子の視野に向けて開口され術
具が挿通される第２の挿通穴及び光照射器具が挿通される第３の挿通穴とを備えてなる超
音波内視鏡であって、
　前記第２の挿通穴及び第３の挿通穴は、前記超音波探触子の後端側に位置させて前記ヘ
ッド部に形成された傾斜面に開口されてなる超音波内視鏡。
【請求項２】
　請求項１に記載の超音波内視鏡において、
　前記傾斜面は、前記第３の挿通穴の開口と同一方向に開口され前記術具用の光学撮像器
具が挿通される第４の挿通穴が形成され、該第４の挿通穴は、開口に向かって前記ヘッド
の軸から離れる方向に傾斜して形成されてなる超音波内視鏡。
【請求項３】
　請求項１又は２に記載の超音波内視鏡において、
　前記超音波探触子は、超音波の送受信面が前記ヘッド部の先端側に向けて傾斜して設け
られてなることを特徴とする超音波内視鏡。
【請求項４】
　請求項１乃至３のいずれか１項に記載の超音波内視鏡と、該超音波内視鏡を制御する制
御装置と、前記超音波内視鏡によって得られた画像を表示する表示装置を備えてなること
を特徴とする内視鏡装置。
　　
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、超音波内視鏡及び内視鏡装置に係り、特に、被検体の体腔内に超音波内視鏡
を挿入して被検体の対象部位を検査、診断、治療等する時に用いる超音波内視鏡及び内視
鏡装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　例えば、特許文献１には、ヘッド部と湾曲部を有する挿入部と、挿入部の後端側に設け
られた操作部を備える超音波内視鏡が提案されている。そして、ヘッド部の先端の前面部
に、ＣＣＤを挿通させる挿通穴の開口と、穿刺針等の処置具を挿通させる挿通穴の開口と
、照明を挿通させる挿通穴の開口とが形成されている。また、ヘッド部の側面側には、複
数の圧電素子が配列された超音波振動子部が設けられている。特に、特許文献１によれば
、ＣＣＤの観察範囲と超音波の走査範囲（視野）の少なくとも一部を重ならせるために、
ヘッド部の先端と超音波の走査範囲の一部を重ならせている。これにより、ＣＣＤ画像の
深度方向を超音波画像で観察できるから、病変部位の診断精度を向上できるとしている。
なお、特許文献１は、倍率の異なる２つのＣＣＤを設け、病変部位を細胞レベルで診断す
る場合は高倍率のＣＣＤを用いるようにしている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００５－１１８１３３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
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【０００４】
　ところで、特許文献１のような超音波内視鏡は、ヘッド部の先端と超音波の視野の一部
を重ならせているから、超音波が妨げられて超音波画像が一部欠けることになる。したが
って、超音波画像を見ながら穿刺針や鉗子等の術具を操作する対象部位が見にくくなると
いう問題がある。さらに、ヘッド部の先端に当たった超音波が反射して、超音波画像の画
質が低下して術具の操作が難しくなる。
【０００５】
　本発明が解決しようとする課題は、超音波画像を見ながら術具を用いて被検体の対象部
位を検査、診断、治療等する際、超音波の視野を広くし、かつ、画質を向上させることに
ある。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上記の課題を解決するため、本発明の超音波内視鏡は、ヘッド部を先端に有するロッド
状の挿入部と、挿入部の後端部に設けられた操作部とを備えてなり、ヘッド部は、先端の
側面部にヘッド部の軸方向に配列された複数の振動子を有する超音波探触子と、先端の前
面部に開口され挿入案内用の光学撮像器具が挿通される第１の挿通穴と、超音波探触子の
後端側に超音波探触子の視野に向けて開口され術具が挿通される第２の挿通穴及び光照射
器具が挿通される第３の挿通穴とを備えてなる超音波内視鏡であって、第２の挿通穴及び
第３の挿通穴は、超音波探触子の後端側に位置させてヘッド部に形成された傾斜面に開口
されることを特徴とする。
【０００７】
　これによれば、ヘッド部の後端側に向かって超音波の視野から離れる方向に傾斜させた
傾斜面に術具の挿通穴を開口させているので、超音波の視野が妨げられることを防止でき
る。したがって、超音波の視野を広くでき、かつ、超音波画像の画質を向上できる。さら
に、ヘッド部の軸から離れる方向に向かう超音波の視野に向けて術具の挿通穴を傾斜させ
ているから、術具が挿通穴に案内され、超音波の視野内の対象部位に向けて術具を進入さ
せることができる。
【０００８】
　この場合において、ヘッド部の形状をセクタ型及びリニア型にすることで、ケーブルの
挿入径を小さくすることが可能となり、内視鏡を挿入する際の患者等の被検体への負担を
軽減できる。
【０００９】
　また、術具の挿通穴の開口が形成された傾斜面に、超音波の視野に向けて開口させた術
具用の光学撮像器具が挿通される挿通穴の開口を形成することができる。これによれば、
術具が進入される対象部位の表面の光学画像を得ることができ、この光学画像を見ながら
術具を操作できる。
【００１０】
　また、超音波探触子の超音波送受信面をヘッド部の先端側に向けて傾斜させることがで
きる。これによれば、超音波送受信面が挿入方向の前方の体腔に傾くから、超音波送受信
面を被検体の対象部位に当てやすくできる。
【００１１】
　一方、本発明の超音波内視鏡と、超音波内視鏡を制御する制御装置と、超音波内視鏡に
よって得られた画像を表示する表示装置とを備える内視鏡装置を構成することができる。
【００１２】
　また、挿入案内用の光学撮像器具と術具用の光学撮像器具を備える超音波内視鏡を用い
て内視鏡装置を構成する場合は、超音波を送受信している間は、術具用の光学撮像器具に
よって得られた光学画像を表示装置に表示することが好ましい。これによれば、超音波内
視鏡を挿入する際は、挿入方向の光学画像が表示装置に表示され、超音波内視鏡が対象部
位に到達し超音波を送受信している間は、超音波の視野の光学画像に切り替わるから、一
台の表示装置で挿入案内用と術具操作用の光学画像を表示できる。
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【発明の効果】
【００１３】
　超音波画像を見ながら術具を用いて被検体の対象部位を検査、診断、治療等する際、超
音波の視野を広くでき、かつ、画質を向上できる。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】実施形態１の超音波内視鏡のヘッド部の断面図である。
【図２】図１のヘッド部を備える超音波内視鏡の全体図である。
【図３】図２の超音波内視鏡を備える内視鏡装置の概略構成図である。
【図４】リニア型の超音波探触子を用いた場合の超音波の視野を示す図である。
【図５】セクタ型又はリニア型の探触子に接続されるケーブルと、コンベックス型の探触
子に接続されるケーブルの太さを比較した図である。
【図６】（ａ）は実施形態２の超音波内視鏡のヘッド部の上面図、（ｂ）は（ａ）の線Ｖ
ｂ－Ｖｂの位置の断面図、（ｃ）は（ａ）の線Ｖｃ－Ｖｃの断面図である。
【図７】図６の超音波内視鏡を備える内視鏡装置の概略構成図である。
【図８】（ａ）は実施形態３の超音波内視鏡のヘッド部の断面図、（ｂ）は（ａ）の超音
波探触子の位置の拡大図である。
【発明を実施するための形態】
【００１５】
　以下、本発明を実施の形態に基づいて説明する。
（実施形態１）
　図１～３を用いて、実施形態１の超音波内視鏡及びその超音波内視鏡を備える内視鏡装
置を説明する。図１、２に示すように、実施形態１の超音波内視鏡１は、被検体の体腔内
に挿入されるロッド状の挿入部３と、挿入部３の後端側に設けられた操作部５を備えてい
る。挿入部３は、例えば、軸方向断面が円形の棒状に形成されている。挿入部３は、湾曲
自在に形成された湾曲部７と、湾曲部７の先端に設けられたヘッド部９を備えている。湾
曲部７は、操作部５に設けられた操作ノブ１１の回転によって上下左右に湾曲可能になっ
ている。
【００１６】
　ここで、実施形態１の超音波内視鏡の特徴構成であるヘッド部９について説明する。ヘ
ッド部９は、先端の側面部にヘッド部９の軸方向に沿って配列された複数の振動子を有す
る超音波探触子１３と、先端の前面部に開口され挿入案内用の光学撮像器具が挿通される
挿通穴１５と、超音波探触子１３の後端側に超音波探触子１３の視野１７に向けて開口さ
れ術具が挿通される挿通穴１９及び光照射器具が挿通される図に表れていない挿通穴とが
設けられている。つまり、光照射器具が挿通される挿通穴は、図１の紙面に直交する方向
に挿通穴１９に並べて形成されている。超音波探触子１３は、例えば、セクタ型の超音波
探触子であり、超音波の視野（走査範囲の形状）１７がヘッド部９の軸から離れる方向に
広がる扇型になるように制御される。超音波探触子１３の後端部には、超音波の送受信号
を伝送するケーブル２１が接続されている。挿通穴１５は、超音波探触子１３の超音波の
送受信面２３の裏面側に形成されている。挿通穴１５の開口２５は、挿入部３を挿入する
際の挿入方向の前方に開口が向くように、ヘッド部９の先端の前面部に形成されている。
このように形成された挿通穴１５には、光学撮像器具、例えば、撮像素子に接続された光
ファイバーや、ケーブルが接続されたＣＣＤ（電荷結合素子）が挿通され、光照射器具の
照明によって挿入部３の挿入方向の光学画像を得られるようになっている。
【００１７】
　挿通穴１９の開口２６は、超音波探触子１３の後端側のヘッド部９に形成された傾斜面
２７に形成されている。傾斜面２７は、超音波探触子１３の後端側に隣接し、かつ、超音
波探触子１３の後端側からヘッド部９の後端側に向かって上向きの傾斜角で形成されてい
る。つまり、傾斜面２７は、ヘッド部９の後端側に傾斜させてヘッド部９の軸に対して角
度を有して形成されている。これにより、傾斜面２７は、ヘッド部９の後端側に向かって
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超音波の視野１７から離れる方向に傾斜する。穿刺針や鉗子等の術具を挿通させる挿通穴
１９は、傾斜面２７の開口２６に向かってヘッド部９の軸から離れる方向に傾斜して形成
されている。これにより、挿通穴１９に挿通された穿刺針や鉗子等の術具が、挿通穴１９
に沿って案内され、開口２６から超音波の視野１７に向かって進入するようになっている
。また、光照射器具が挿通される挿通穴は、傾斜面２７に開口させ、挿通穴１９と平行で
、かつ、同一方向に傾斜して形成される。なお、傾斜面２７の傾斜角は、超音波の視野１
７を妨げないように、超音波の視野角に応じて適宜設定する。
【００１８】
　次に、図３に示す実施形態１の超音波内視鏡１を備える内視鏡装置を説明する。内視鏡
装置は、超音波内視鏡１と、超音波内視鏡１を制御する制御装置２９と、超音波内視鏡１
によって得られた光学画像と超音波画像を表示する表示装置３１と、表示装置３１に接続
される記憶装置３３を備えている。制御装置２９は、挿通穴１５に挿通される光学撮像器
具に接続される内視鏡観察装置３５と、超音波探触子１３にケーブル２１を介して接続さ
れる超音波観測装置３７及び画像処理装置３９と、光照射器具を制御する光学装置４１を
備えている。内視鏡観察装置３５は、挿通穴１５に挿通される光学撮像器具から入力され
る信号に基づいて、挿入部３の挿入方向の光学画像を生成するようになっている。超音波
観測装置３７は、超音波探触子１３に超音波の送信信号を出力するようになっている。画
像処理装置３９は、超音波探触子１３から入力され超音波の受信信号に基づいて、超音波
画像を生成するようになっている。表示装置３１には、内視鏡観察装置３５と超音波観測
装置３７と画像処理装置３９が接続され、超音波画像と光学画像を表示する表示部が設け
られている。表示装置３１は、例えば、超音波画像と光学画像を同時に表示し、又は、超
音波画像と光学画像を切り替えて表示するようになっている。記憶装置３３は、表示部に
入力される超音波画像と光学画像を記憶するようになっている。
【００１９】
　このように構成される実施形態１の超音波内視鏡の特徴作用を、内視鏡装置の操作に沿
って説明する。超音波内視鏡１の挿入部３を被検体の体腔内に挿入する際は、挿通穴１５
の光学撮像器具によって得られた挿入方向の前方の光学画像が表示装置３１に表示される
。この光学画像を見ながら医師等の操作者は、操作ノブ１１等を操作して挿入部３を被検
体の体腔内に挿入する。挿入部３の先端のヘッド部９が所望の位置に到達すると、操作者
による操作ノブ１１等の操作によってヘッド部９の位置や向きが変えられ、その操作に対
応する光学画像が表示装置３１に表示される。光学画像に検査、診断、治療等の対象部位
が表れると、操作者によってヘッド部９が対象部位に近づけられ、超音波探触子１３の超
音波の送受信面２３が対象部位に接触させられる。そして、超音波の送信信号が超音波探
触子１３に入力され、超音波の視野１７が扇形に広がるセクタ走査が行われる。セクタ走
査によって得られた超音波の受信信号は、超音波探触子１３から画像処理装置３９に送ら
れ、対象部位の超音波画像（断層画像）が生成されて表示装置３１に表示される。この超
音波画像を見ながら、操作者は、術具を操作することができる。例えば、対象部位に穿刺
針を穿刺する場合、超音波画像に穿刺針の針先を表示させて対象部位の所望の深さに針先
を進入させ、細胞の採取、薬剤の注入等を行うことができる。
【００２０】
　このような操作において、実施形態１の超音波内視鏡１のヘッド部９は、術具の挿通穴
１９の開口２６を、超音波の視野１７の視野角に沿って傾斜する傾斜面２７に形成したの
で、開口２６が形成された傾斜面が超音波の視野１７を妨げることはない。したがって、
超音波の視野１７は広く確保され、かつ、超音波画像の画質を向上できる。また、術具の
挿通穴１９を、開口２６に向けてヘッド部９の軸から離れる方向に傾斜させたので、ヘッ
ド部９の軸から離れる方向に広がる超音波の視野１７に向けて術具を案内できる。これら
により、術具を突出させる開口２６を超音波の視野１７に隣接させても、超音波の視野１
７を妨げることはない。
【００２１】
　なお、超音波探触子１３は、セクタ型又はリニア型を用いることが好ましい。セクタ型
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は、セクタ走査を行うことにより、少ない振動子でも広い視野を確保できる。リニア型の
超音波探触子４９は、図４に示すように、超音波の視野５０を超音波の送受信面５１の真
上方向のみならず、斜め方向に振る（トラペゾイド）ことで、超音波の視野５０を広げる
ことができる。一方、コンベックス型の超音波探触子は、視野角を広げるためには、超音
波の送受信面を広くして送受信面全体に振動子を配置するから、セクタ型、リニア型に比
べて振動子が多くなる。したがって、超音波の視野の広さが同じ場合は、図５（ａ）に例
示するようにセクタ型又はリニア型の超音波探触子を用いることにより、超音波の送受信
号を伝送するケーブル５５を細くできる。その結果、ケーブル５５の挿入径を小さくして
挿入部３を細くできるから、ヘッド部の形状をセクタ型及びリニア型にすることで内視鏡
を挿入する際に患者等の被検体にかかる負担を軽減できる。これに対して、図５（ｂ）に
例示すようにコンベックス型の超音波探触子を用いると、超音波の送受信号を伝送するケ
ーブル５７が太くなるから、ケーブル５７が挿通する挿入部３が太くなり、挿入部３を挿
入する際の被検体の負担が増加する。なお、図５（ａ）、（ｂ）のケーブル５５、５７以
外は、術具挿通穴６１、光照射器具挿通穴６３、光学撮像器具挿通穴６５、及び送水ノズ
ル穴６７である。
【００２２】
（実施形態２）
　図６、７を用いて、実施形態２の超音波内視鏡及びその超音波内視鏡を備える内視鏡装
置を説明する。実施形態２が実施形態１と相違する点は、傾斜面２７に、術具が挿通され
る挿通穴１９の開口２６と同一方向に開口され、術具用の光学撮像器具が挿通される挿通
穴７１を形成した点である。また、傾斜面２７に開口させた光照射器具が挿通される挿通
穴７５とは別に、挿入案内用の光学照射器具が挿通される挿通穴を形成し、この光学照射
器具に接続される光学装置７４を制御装置２９に設けた点である。そして、超音波探触子
１３が超音波を送受信している間は、術具用の光学撮像器具によって得られた光学画像が
表示装置３１に表示されるようにした点である。その他の構成は、実施形態１と同一であ
るから、同一の符号を付して説明を省略する。
【００２３】
　ヘッド部９の超音波探触子１３の後端側に、超音波の視野１７に向けて傾斜面２７に開
口され術具用の光学撮像器具が挿通される挿通穴７１が形成されている。挿通穴７１は、
傾斜面２７の開口７３に向かってヘッド部９の軸から離れる方向に傾斜して形成されてい
る。開口７３は、傾斜面２７の術具の挿通穴１９の開口２６と同じ高さに形成され、開口
２６に隣接させて設けられている。挿通穴７１の上方には、実施形態１の図に表れていな
い光照射器具が挿通される挿通穴７５が形成されている。挿通穴７５は、傾斜面２７の照
明窓である開口７９に向かってヘッド部９の軸から離れる方向に傾斜して形成されている
。開口７９は、傾斜面２７の開口７３及び開口２６の位置よりも上方に形成され、傾斜面
２７の上方から照明するようになっている。なお、図に表れていない挿入案内用の光学照
射器具が挿通される挿通穴は、超音波探触子１３の超音波の送受信面２３の裏面側であっ
て挿通穴１５に隣接して形成され、挿通穴１５の開口２５と同じ方向に開口されている。
この開口を照明窓として挿入部３の挿入方向を照明可能になっている。
【００２４】
　ここで、実施形態２の特徴動作を説明する。超音波内視鏡１の挿入部３を被検体の体腔
内に挿入する際は、挿入案内用の光学撮像器具（挿通穴１５に挿通される光学撮像器具）
によって得られた挿入方向の前方の光学画像が表示装置３１に表示される。そして、検査
、診断、治療等の対象部位に超音波探触子１３を押し当て超音波の送受信が開始されると
、超音波画像とともに、術具案内用の光学撮像器具（挿通穴７１に挿通される光学撮像器
具）によって得られた対象部位の表面の光学画像が表示装置３１に表示される。これによ
り、超音波画像に加えて対象部位の表面を見ながら術具を操作できる。例えば、光学画像
を見ながら穿刺針の針先をずらして、穿刺位置を微調整することができる。また、対象部
位を鉗子で挟む等の操作の場合も、鉗子位置を微調整できる。
【００２５】
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　これによれば、超音波内視鏡１の挿入部３を挿入する際は、挿入方向の光学画像が表示
装置３１に表示され、超音波内視鏡１のヘッド部９が対象部位に到達し超音波を送受信し
ている間は、超音波の視野１７の光学画像に自動で切り替わるから、一台の表示装置３１
で挿入案内用と術具操作用の光学画像を表示できる。
【００２６】
　なお、超音波が送受信されていないときは、挿入案内用の光学撮像器具によって得られ
た光学画像と、術具案内用の光学撮像器具によって得られた光学画像とを適宜切り替えて
表示装置３１に表示するように構成できる。また、超音波が送受信されている間であって
も、光学画像を手動で切り替え可能なスイッチ等を設けることができる。
【００２７】
（実施形態３）
　図８を用いて、実施形態３の超音波内視鏡１を説明する。実施形態３が実施形態１と相
違する点は、超音波探触子８１をヘッド部９の軸方向に平行な面に対して傾斜角θだけ傾
けて、超音波の送受信面８３をヘッド部９の先端側に向けて傾斜させた点である。その他
の構成は実施形態１と同一であるから、同一の符号を付して説明を省略する。
【００２８】
　これによれば、超音波の送受信面８３が挿入方向の前方の体腔に傾くから、超音波の送
受信面８３を被検体の対象部位に容易に接触させることができる。
【００２９】
　なお、超音波探触子８１の傾斜角θを大きくし過ぎるとヘッド部９が大きくなるから、
傾斜角θは、１０°～４０°が好ましい。また、傾斜角θは、傾斜面２７のヘッド部９の
軸方向に平行な面との傾斜角よりも小さくすることが好ましい。つまり、傾斜角θが大き
過ぎると、超音波の視野１７がヘッド部９の先端側に大きく傾くので、超音波の視野１７
に向けて術具を操作し難くなる。
【符号の説明】
【００３０】
　１　超音波内視鏡
　３　挿入部
　５　操作部
　７　湾曲部
　１３　超音波探触子
　１５　挿通穴
　１７　視野
　２３　送受信面
　２５　開口
　２６　開口
　２７　傾斜面
　２９　制御装置
　３１　表示装置
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